


１. 暦年贈与

　平成２７年１月１日より、相続税の基礎控除額の引き下げなどによって相続

税の課税ベースは拡大され、実質的に増税となります。その一方で、贈与税に

関しては 「２０歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」に使用する税率

構造が新設され課税価格が３ ,０００万円以下の部分は５～１０％の減税となり、

今後は生前贈与による節税対策がこれまで以上に重要な役割を果たすこと

になります。

　「暦年贈与」とは、贈与税の基礎控除額１１０万円を超える金額の贈与を受けた場合に、超過

累進税率により課税される制度です。１１０万円の基礎控除額の範囲内であれば毎年無税で

贈与をすることができます。

　このように毎年少しずつ財産を親から子へ移していけば、 贈与税を払う必要なく、 その後に発

生する相続税の負担を軽くすることができるのです。

２. 相続時精算課税制度

　「相続時精算課税制度」とは、生前に贈与を受けた財産の価額の内、２,５００万円までを非課

税とし、この贈与財産の価額を相続時に受けた財産の価額と合計して相続税額を算出する

という制度です。贈与の回数・金額・種類は問わないのですが、非課税枠である２,５００万円

は「一人の贈与者が」贈与した財産の価額を累積した金額を指しています。

　２,５００万円の非課税枠を超えた場合には一律で２０％の贈与税が課されるのですが、この

納めた贈与税額は、後の相続税額から控除することができます。もし、贈与税額を控除しき

れない場合には、その分は還付されます。

　この制度を活用するか否かは、受贈者が贈与者ごとに選択で

きるものですが、一度選択すると相続時まで継続して適用しな

ければならないため、途中で暦年贈与に戻ることはできません。

　この制度は相続時に生前贈与財産が贈与時の価額に戻されますので、今後の土地区画整

理事業や都市開発事業で確実に値上がりの期待ができる土地については、 この制度を適用した

方が有利な場合もあります。もっとも、贈与時と比べてその財産価額が下がってしまった場

合には損をしてしまう可能性もある、という側面もあります。

　もともと相続税がかからないような方がこの制度を活用して、非課税枠の贈与価額で収

めるのであれば、贈与税を支払わなくて良い分だけ有利といえます。一方、結局、後に相続税

を支払う人にとってはメリットの少ない制度と考えていいでしょう。

相続大増税時代に備えよう！

生前贈与で節税生前贈与で節税

贈与を受けた財産の価額ー基礎控除額１１０万円×税率ー控除額＝贈与税額

　ただし、毎年のように贈与を行

うと「連年贈与」とみなされ、課税

されてしまう場合があります。例

えば、毎年子供に１００万円ずつ２０

年間にわたって贈与していた場

合、これは贈与開始の年に総額２,

０００万円の 「有期定期金に関する

権利」を贈与されたものとみなさ

れてしまう恐れがあるのです。

　そのため、年ごとに贈与契約書

を作成したり、金額や振込の時期

をずらしたりするなどして税務

署から 「定期的に贈与を受けてい

るな」 という印象を持たせない工夫

が必要です。 （受贈者が２０歳以上の直系卑属の場合）

特徴① ２,５００万円まで贈与税が非課税

特徴② １１０万円控除の「暦年課税」には戻れない

特徴③ 贈与時の時価で相続税額が算出される

＜適用対象者＞
この制度の適用対象者は次の通りです。（年齢は贈与の年の１月１日現在）

●財産を贈与した人（贈与者）は６５歳以上の親
  　（平成２７年１月１日以後は６０歳以上に引き下げられます。）

●財産の贈与を受けた人（受贈者）は２０歳以上の子である推定相続人
　　（平成２７年１月１日以後２０歳以上である孫が追加されます。）

＜相続時精算課税を選択した場合の具体例＞

①平成２５年５月５日に１,０００万円を贈与
　 ⇒１,０００万円≦２,５００万円のため、贈与税はかからない。

②平成２６年７月２０日に２,０００万円を贈与
　 ⇒２,０００万円＞１,５００万円（＝２,５００万円－１,０００万円）のため贈与税がかかる。
　 ⇒（２,０００万円－１,５００万円）×２０％＝１００万円の贈与税を納める。

③平成２６年９月１日に相続発生
　 ⇒相続税額が１００万円未満であれば還付。

　この贈与の方法は大きく二つに分けられます。

　一つは、毎年１１０万円の基礎控除を受けることのできる 「暦年贈与」 です。生前に財産を

贈与することで相続時の課税価格を減少させることができ、相続人が納税資金を確保する

ことができます。そして、もう一つは一定の要件のもとに特別控除額２ ,５００万円以内であ

れば贈与税を負担しなくてもよい「相続時精算課税制度」です。以下、それぞれについて解説

していきます。
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贈与税の速算表

２００万円以下

３００万円 〃　

４００万円 〃　

６００万円 〃　

１,０００万円 〃　

１,５００万円 〃　

３,０００万円 〃　

４,５００万円 〃　

４,５００万円 超  

１０％

１５％

２０％

３０％

４０％

（1,000円超）

５０％

１０％

２０％

３０％

４０％

４５％

５０％

５５％

０万円

１０万円

２５万円

６５万円

１２５万円

２２５万円

０万円

３０万円

９０万円

１９０万円

２６５万円

４１５万円

６４０万円

１０万円

改正前基礎控除後

の課税価格

改正後（平成２７年１月１日～）

税率 税率 控除額控除額

１５％



３. こんなケースも贈与になる

４. 相続税、贈与税の税制改正について

週刊住宅新聞、住宅新報に掲載されました ! 日本経済新聞に掲載されました !

特に夫婦間や親子間

の場合には贈与という

認識はないかもしれま

せんが、 贈与とみなさ

れ贈与税が課税され

ます。

購入者本人から名義人に贈与があったとみなします。

保険料の負担者から受取人に

対して贈与があったとみなされ

ます。

例えば、 友人に３００万

円の借金を帳消しにし

てもらった場合や、親に

借金を肩代わりしても

らった場合などは、３００

万円の贈与があったも

のとみなされます。

例えば、時価５,０００万円の財産を１,０００万円で譲り受けた場合

に、差額の４,０００万円について贈与があったとみなされます。

平成２７年１月１日より改正されます

三菱地所リアル

税理士法人と事業継承サービス

相続税額もとにプラン提案
●不動産や株式等
　 の名義変更

●他人の名義を借りて不動産や株式等を購入した場合

●保険料を負担しないで
 　保険金を受け取った場合

●債務の免除や
 　債務の引受けが
　 あった場合

●著しく低い価格で財産を譲り受けたとき

＜税率構造の改編＞
★相続税の税率構造

★２０歳以上の者が直系尊属から贈与をうけた財産に係る贈与税の税率構造
（注）上記以外の財産贈与であれば税率構造は異なります

課税価格（円）

税率

１０％
１０％

１５％１５％
２０％

３０％

４０％
４５％４５％

５０％
５５％５５％

１,０００万 ３,０００万 ５,０００万 １億 ２億 ３億 ６億

２０％

３０％

４０％

５０％

６０％

増

増

改正前　

改正後

課税価格（円）
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１０％
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２０％

３０％

４０％
４５％
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２００万 ３００万 ４００万 ６００万 １,０００万 １,５００万 ３,０００万 ４,５００万

２０％

３０％

４０％

５０％

６０％

増

減 減

減

減

減

改正前　

改正後

課税価格が

２億円超
３億円以下
の部分と

６億円超
となる部分が

課税価格が

３,０００万円
以下の部分は

５～１０％の

増税!

減税!

この資格は

非常に

役立ちますよ♪

リアルなネットワークを拡げ、相続市場を効果的に攻める！

相続マイスターの資格取得から、大きな可能性が広がります。

詳しくは「相続マイスター協会」で検索！

資格試験　お申込み受付中！資格試験　お申込み受付中！

相続マイスター協会 検索

相続費用安く相続費用安く
相続税増税に向けて、相続手続きの料金を引き

下げる都市部の税理士法人が増えている、として、

弊社のサービスプランが日本経済新聞（２０１３年３

月８日）の夕刊一面に紹介されました。

®

日本経済新聞（２０１４年３月８日）

週刊住宅新聞
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　分離課税方式における「分離長期譲渡所得」と「分離短期譲渡所得」は、譲渡した年の１月

１日における所有期間が５年を超えるか否かで判定します。どちらに分類されるかで、各種

取扱い（特に税率 ： ５年以下３９％、５年超２０％）が異なるのでご注意ください。

　この「５年を超えるか否か」の判定は、あくまでも「譲渡した年の１月１日」時点で決まるため、

例えば、平成２０年４月に購入した土地・建物を平成２５年５月に売却した場合であっても、

売却した年の１月１日時点では所有期間が５年以下になるので「分離短期譲渡」とみなされ、

税率は３９％となります。また、平成４９年までは復興特別所得税額 （所得税額の２.１％） を申

告納付します。

　今回は概要をお伝えしましたが、不動産の譲渡を税務上正確に取り扱うには高い専門性が

求められます。不動産を譲渡した、又は予定されている場合には、資産税に精通した税理士

等専門家に一度ご相談するとよいでしょう。

　譲渡所得に区分される場合は、その種類・保有期間等により「総合課税」の対象になるも

のと、「分離課税」の対象になるものとに分けられます。土地、建物、株式等以外は「総合課税」

となり、他の所得と損益を総合し、 通常の所得税率を適用します。この方法では、例えば譲渡

所得で損失が出たとしても、その額を事業所得や雑所得など他の所得と相殺することができ

ます。

　一方、土地・建物等の取引は「分離課税」となり、他の所得と切り離して税金を計算します。

この方法で計算した場合は、上記のような相殺ができません。以下、不動産取引と仮定して、

「分離課税」の前提で話を進めていきます。

　「譲渡所得」とは、売買のほか交換、代物弁済、物納、競売、収用等、資産を移転させたことに

よって生じた所得をいいます。具体的には、土地、借地権、建物、株式、書画、骨董などの資産の

譲渡を行ったことで発生した所得が該当します。

　ただし、不動産業者が棚卸資産として取り扱っている不動産の譲渡をする場合は、「事業

所得」になります。また、山林の伐採又は譲渡は「山林所得」になります。

　譲渡所得の基本的な計算式は以下のとおりです。

●取得費に加算できる相続税
　相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から３年以内に売却したとき

は、支払った相続税額のうち一定の金額を取得費に含めることができます。

　その金額は、以下の算式にあるように土地等（土地の上に存する権利も含む）の場合は相

続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する相続税額となりますが、それ以外の場合は

譲渡した財産に対応する部分のみとなります。

　ただし、平成２６年度税制改正大綱において、平成２７年１月１日以後に開始する相続又

は遺贈により取得した資産を譲渡する場合については、取得費に加算できる金額が、その者

が相続した「全ての」土地等に対応する相続税相当額から、他の財産と同様、その譲渡した土地

等に「対応する」相続税額相当額だけが対象となる予定です。

　所得税法で定められている所得の種類は合計で１０種類あります。

今回は、比較的イレギュラーな所得であり、とりわけ仕組みが複雑な

「譲渡所得」について少し詳しく説明していきます。

１．譲渡所得とは？

２．譲渡所得から控除するもの

３．譲渡所得の種類

 

いざというときに意外と知らない！

不動産を売却した
ときにかかる税金
不動産を売却した
ときにかかる税金

① 「分離課税」と「総合課税」

② 分離課税方式の「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」

② 「譲渡費用」に含まれるもの

① 「取得費」に含まれるもの

●仲介手数料、印紙代

●借家人を立ち退かせるための立退料

●測量費

●広告料
　 （いずれも売却を目的として発生したものに限ります。）

収入金額 ー （ 取得費 ＋ 譲渡費用 ） ＝ 譲渡損益

次に掲げるものを「取得費」とすることができます。

取得費に加算できる
相続税額

＝ 相続税額 ×

事業所得（事業的規模）または

雑所得（事業的規模ではない）

長期譲渡所得 ［分離課税］

短期譲渡所得 ［分離課税］
所有期間５年以下

所有期間５年超

土地・建物等の

譲渡による所得

譲渡所得

＜不動産を譲渡したときの課税方式＞

なお、譲渡資産の修繕費、

固定資産税などといった、

その資産の維持や

管理に要した費用は

譲渡費用には

含まれません。

相続税の課税価格 ＋ 債務控除額

土地等　　　 ⇒ 相続したすべての土地等の価額

土地等以外 ⇒ 譲渡した財産の価額

●購入代金

●登録免許税

●登記費用

●ローンの保証料、借入利子（いずれも使用開始前の期間に対応するもの）

●購入時の仲介手数料、印紙代

●不動産取得税

●資金借入の際の公正証書作成費用

●抵当権設定登記費用

●整地費用

※「概算取得費控除」…土地や建物の取得費がわからない場合には、「譲渡対価の５％相当額」を取得費
　 として計算してもよいことになっています。

こんにちは！

事務管理課の清水翔です。

宜しくお願いします♪

こんにちは！

事務管理課の清水翔です。

宜しくお願いします♪



人の身体は不思議なもので、頭を意識的に戻そうとすると、身体全体が左に

スウェーします。戻したいというイメージと左脚の踏ん張りで、自然に頭の位

置が変わり、ダフリ難くなります。

ダフリの原因は他にもあるでしょうが、初心者ゴルファーさんはまず、上記のイ

メージを持って練習してみて下さい。ショットの打感の変化を感じられる方が

大勢いらっしゃると思います。

第１９時限
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芝が元気を取り戻すと、多少のダフリは、人工芝のようにクラブヘッドを滑らし、

気持ちの良いショットを打ちやすくなるでしょう。しかし、四季を通してゴルフ

を楽しみたい方は、元気芝だよりのダフリナイスショットではなく、きっちりとし

たボールミートを行いたいものです。

人工芝の普及した現在のゴルフ練習場の影響で、初心者ゴルファーさんは

ゴルフ場と練習場での飛距離の違いに悩んでいる方も多いと思います。

ダフリの原因は多々ありますが、今回はゴルフ理論の変化に伴い、最近では

指摘されにくくなった注意点について、お話ししましょう。

最近のゴルフ理論では、ゴルフスイングの軸を強調しない傾向にあります。

一昔前は、背骨を軸と考えた、細い１軸を中心にスイングを行うという理論が

一般的で、この理論に基づきダフリにくくするためには、スイング中に頭は動

かさないという考え方が主流でした。

しかし現在では、背骨を軸（中心）とするよりも、背中に電信柱をしょわせるよ

うなイメージでの大きな身体の動きでのスイングや、軸をあまり意識せずに、

身体を大きく使う理論が多くなっています。

そのため、テークバック時に余程大きく頭を動かさなければ、注意されないと

思います。しかし、かなりの初心者ゴルファーさんは、頭を動かさないイメージ

を持ってしまっていることで、かえってダフリやすいという問題が出てきてしま

いがちです。

実際には、頭を動かさないスイングは非常に難しいものです。実のところ、上

手に頭を上半身の捻転に合わせ動かすことによって、ヘッドスピードはアップ

します。ほとんどの初心者さんは、意識、無意識を問わず、セットアップからス

イングトップにかけて、頭が右に動くでしょう。

■そろそろゴルフ場の芝も元気になってきます

町田モダンゴルフ リアルレッスン
講師：大崎 聡（おおさき あきら）

⇒ ameblo.jp/hoshitakato/
サイトではお役立ちレッスンをご紹介しています。

そしてインパクト時には、自分の頭が動いていることを感じていないため、頭

が右に移動している分だけ、ダフリやすくなります。

もちろんこれは「頭を動かすな」というお話しではありません。頭を動かさない

ように打つのはすごく時間もかかりますし、身体を大きく使えないため、多少

なりともヘッドスピードダウンにつながります。

①テークバックからトップにかけて、頭が右に移動している
 　という認識を持つ。

②スイングトップからインパクトにかけて、頭をセットアップの位置に
　 戻すというイメージを持つ。（ただし、実際に頭を意識的に動かす事はしない）

③トップからインパクトにかけて、しっかりと左脚内側を踏ん張る。

② ③①
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